
 

船舶インシデント調査報告書 

令和３年４月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和２年６月２０日 ０８時５０分ごろ 

発生場所 宮城県塩竈市桂島漁港東方沖 

 桂島三等三角点から真方位０４６°５２０ｍ付近 

 （概位 北緯３８°２０.３′ 東経１４１°０５.８′） 

インシデントの概要  旅客船しおじは、航行中、主機付きの逆転減速機が損傷して主機の

運転ができなくなり、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和２年８月１２日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

旅客船 しおじ、６４トン 

 １３０７６３、宮城県塩竈市 

ディーゼル機関、船内機、４サイクル、出力３０８kＷ、回転数毎

分２,１００、６気筒、ボア１３２.９mm、使用燃料油Ａ重油 

 乗組員等に関する情報 船長、六級（航海） 

機関長、五級（機関）（機関限定） 

 負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ 

インシデントの経過等  本船は、船長、機関長ほか 1 人が乗り組み、旅客４６人を乗せ、航

行中、主機の回転数が上昇するとともに推力を喪失したので、機関長

が船尾を確認したところ推力が発生していないことを確認した。 

船長は、航行不能と判断して運航管理者に救援船の要請をするとと

もに投錨し、来援した救援船に乗客を移乗させた。 

本船は、運航管理者が手配したタグボートでえい
．．
航され、帰港し

た。 

本船は、逆転減速機が開放され、同機内の作動油ポンプ駆動用スリ

ーブ固定用ノックピン（以下「本件ノックピン」という。）が腐食の

ない状態で折損し、作動油ポンプが駆動せず、クラッチ操作用の作動

油が供給できなくなり、前進軸及び後進軸の摩擦板及びスチールプレ

ートが損傷していることが認められた。 

 

本船は、新造から３１年間経過していたが、本件ノックピンの点検

が行われていなかった。 

逆転減速機の取扱説明書には、本件ノックピンの点検整備について

の記載はなかった。 



 

分析  本船は、新造後３１年間本件ノックピンの点検が行われていない状

態で航行中、金属疲労により本件ノックピンが折損したことから、作

動油ポンプが駆動せず、作動油が供給できなくなってクラッチが入ら

なくなり、運航不能となったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、新造後３１年間本件ノックピンの点検

が行われていない状態で航行中、金属疲労により本件ノックピンが折

損したため、作動油ポンプが駆動せず、作動油が供給できなくなって

クラッチが入らなくなったことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・折損のおそれのある部品については、検査開放時に定期的に新替

を行うこと。 

 


